
まずはご相談ください 「ひきこもり相談会」（月1回）

長期間、社会とのつながりがなく
悩んでいませんか？

ひきこもりでお困りの本人や家族からの相談に応じています。
社会福祉士や保健師、相談支援専門員などが対応いたします。

月曜日～金曜日 ［９：００～１２：００、１３：００～１７：００］
問 社会福祉課 ☎098‐９９８‐９５９８

～「ひきこもり相談会」～
６月１１日（水）
７月 ９日（水）

１４：００～１６：００
＊基本予約制です。

事前にご連絡ください。

ひきこもりに関するご相談ひきこもりに関するご相談
～ご本人だけではなく、ご家族や支援者などからの相談もできます～

ひきこもりは甘えや怠けではなく背景は人それぞれです。
ひきこもりはだれにでも起こりうることで、特別なことではありません。
ただ、回復には時間と周囲のサポートが必要です。
正しく理解してご本人に合った支援を考えていく必要があります。

正しい理解を正しい理解を

相談から支援の流れ

まずはご相談ください
毎月「個別相談」も開催してい
ます。日程につきましてはお問
い合わせいただくかまたは広
報でご確認ください。

《 お問い合わせ｜社会福祉課 ひきこもり担当｜☎098-998-9598 》

ひきこもり支援推進事業　厚生労働省

相談予約相談予約
お電話ください

☎098-998-9598
あなたに寄り添いながら
お話をお聞きします

面 談面 談
一人ひとりに合った支援
を行います。他機関と連
携する場合もあります

支 援支 援
＊何度でもお話を
お聞きします

趣味の時だけ
外出する

趣味の時だけ
外出する

近所の
コンビニなどには

出かける

近所の
コンビニなどには

出かける

自室からは出るが、
家からは出ない
自室からは出るが、
家からは出ない

自室から
ほとんど出ない
自室から

ほとんど出ない

様々な要因の結果として
社会的参加を回避し、原則的
には６ヶ月以上にわたって概
ね家庭にとどまり続けている
状態のこと
（『ひきこもりの評価・支援に
関するガイドライン』より）

ひきこもり定義ひきこもり定義例えば・・・・
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広告欄

糸満店 糸満市字糸満 番地

仲介 買取

（糸満ロータリー近く）
お問い合わせお待ちしております

土地・戸建の売却相談お気軽に！
相談・査定はもちろん無料です！

ホームページ

県内5店舗！テレビCM放送中！

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!
　自宅や職場などに八重瀬町や国の職員をかたる不審な電話や郵便またはメールがあった場
合はお住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専門電話（＃9110）にご連絡ください。

令和６年度八重瀬町物価高騰対策支援給付金（１世帯３万円）
およびこども加算（１児童２万円）を支給しています。

令和６年度八重瀬町物価高騰対策支援給付金（１世帯３万円）
およびこども加算（１児童２万円）を支給しています。

令和６年度住民税非課税世帯が対象となり、原則、申請不要ですが、一部申請
が必要な場合があります。
申請がお済みでない方は早めのお手続きをお願いします。

※通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。
なお、対象世帯以外で、予期せず家計が急変し、「世帯全員が住民税非課税世

帯と同様の事情にあると認められる世帯」の皆様につきましても、家計急変世帯
として支給を行っております。必要書類をご準備の上、窓口へお越しください。
詳しくは八重瀬町ホームページをご確認ください。

●家計急変世帯該当基準●家計急変世帯該当基準
次の①から③すべてに該当する世帯が対象となります。（一部対象とならない場合があります。）

①非課税世帯として本給付金（３万円）の受給対象世帯ではないこと。（世帯が別でも同住所で受給
している世帯がある場合は対象外です。）

②令和６年度の住民税は課されているが令和６年１月から１２月の間に予期せず家計が急変し、世帯
全員がそれぞれ住民税非課税水準相当額以下となる世帯。（例：解雇などによる収入の減少、子の
誕生やその他扶養親族の増加など）

③令和６年度住民税が課税されている者から扶養を受けている者のみで構成されている世帯では
ないこと。

㊟本給付金は法令により非課税および差押禁止の取り扱いとなります。

八重瀬町ホームページは
こちらをご確認ください。

★申請期限（給付金・こども加算）
令和7年7月31日（木）まで（郵送当日消印有効）※期間延長令和7年7月31日（木）まで（郵送当日消印有効）※期間延長

㊟ただし、定年退職による収入減少や年金が支給されない月、事業活動に季節性がある等の理由であらかじめ
収入がないとわかっている月は対象となりません。

受付時間：9時～12時、13時～17時（土日祝日除く）
㊟支給対象なのかについては、個人情報保護の観点からお電話ではお答えできません。

《 お問い合わせ 》 八重瀬町給付金コールセンター　☎050-3529-1262

福　祉
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